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第68回水道週間スローガン
『たいせつな　水道守ろう　未来へ
と』
水道週間の機会に水道についての理
解を深めましょう。
●水道の届出はお早めに
　�次のような場合は届出が必要にな

りますので、建設水道課水道係ま
でご連絡をお願いします。

①水道を開始するとき
・町内で転居
・アパートに入居
・�一時中止していた水道の使用を再

開
②水道を休止するとき
・町内へ転居
・町外へ転出
・長期不在
③使用者を変更するとき
・使用者が死亡
・使用者が代わる
●水道メーターの検針
　�正確な検針をおこなうためにご協

力をお願いします。
・�水道メーターボックスの上には物

を置かないでください。
・�水道メーターボックスの中はいつ

もきれいにしてください。
・�犬は放し飼いにしないで水道メー

ターボックスから離して繋いでく
ださい。

・�家の増改築のとき水道メーター
ボックスが床下や屋内にならない
ようにしてください。
建設水道課　水道係

　☎(84)3000(直通）

歯周病は、歯の喪失をもたらす主要
な要因となっています。いつまでも
健康で美味しく食生活が送れるよう
に歯周病予防検診を受けましょう。
●�対象者　4/1現在に五霞町国民健

康保険に加入している方で年度内
に55歳から74歳に到達する方

●申込方法　電話による申込み
●�申込期間　6/3(水)～6/12(金)
　�受付期限までに申込のあった方に

は受診券を送付します。
　�７月以降は随時受付を予定してい

ます。
町民税務課　保険係

　☎(84)1965(直通)

●検診日　9/7(月)・8(火)
●会場　保健センター
●対象者
・乳がん検診　30歳以上の女性
・子宮頸がん検診　20歳以上の女性
●予約　
・電話　☎0570(077)150   
　7/3(金)9:00～17:00
・インターネット（24時間受付）
　6/29(月)9:00～7/6(月)12:00

健康福祉課　健康支援係
　☎(84)0006(直通)

広報ごか5月号(P7)に誤りがあ
りました。訂正してお詫びいた
します。

正　　関　利昭
誤　　関　利明

障がいやお子さんの発達に関するこ
との他、生活や仕事等、専門の相談
員へ気軽に話ができる場として開催
しています。
●日時　6/9(火)14:30～16:00
●場所　役場1階　小会議室
　�開催日以外の電話相談や自宅への

訪問も可能
【平日】　
健康福祉課　社会福祉係
☎(84)0006(直通)
【土曜日】　
地域活動支援センター 煌
☎0297(30)3071
【日曜日・祝日】
青嵐荘つくし園相談支援事業所
☎0280(23)1161

町民のみなさんの消費生活に関する
問題やトラブルなどの相談に応じ、
解決に向けたお手伝いをします。
五霞町の相談窓口
●日時　6/25(木)9:00～16:30
（12:00～13:00を除く）
●場所　役場1階　小会議室
境町の相談窓口
●�日時　毎週火・水曜日9:00～

16:30(祝日・12:00～13:00を
除く)

●場所　境町社会福祉協議会
産業課　くらし環境係

　☎(84)2582(直通)

6/1～6/7は第68回
「水道週間」です

国民健康保険
歯周病予防検診

【完全予約制】乳がん・子宮
頸がん検診（集団検診）

こども・おとな　ふくし
心配ごと相談

消費生活相談




